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(公ザ省略)

新型コロナウィルス感̶の発生状況を踏まえた県立̶等における

感染拡大防止̶について(通知)

各校におかれては、日頃から̶における新型コロナウィルス感̶の̶拡大防止に取り組ま

れていることに̶す申し上げまt。

4月6日(水)開催の新型コロナウィルス感染症に係る��ぼ本部会議(本部長青森県知事)

において、本県独自の̶を4月10日(日)までホ̶するとともに、4月11日(月)以降につ

いても、全国的な感染の増力瀬向や今後のまり’イベント等で人出の増加が見込まれることなど

も踏まえ、警戒を緩めることなく、̶的には、これまで̶してきた日常生��食・会食など

に係る感染防止̶を,■しながら、社会活動を維持していくこととされました。

このことを受け、̶育委員会では、県立,における4月11日(月)力、ら当面の間の感染拡
大防止̶を下記のとおりとします。

つきましては、̶員に対して本■の内容を周知するとともに、校長の強いリーダーシップの

下、全ての教.力滅染拡大を生じさせないという強い̶を持ち、常に�■をもって感染̶
策に取り組むようお願レ・\します。

また、児童生徒に対して本■の内容を周知のム感染拡大防止に留おるよう指導するととも
に、保̶に対しても̶への協力を̶してくださるようお願ン、します。

なお、本̶の対応については、今後の新型コロナウィルス感染症の発生状況等に応じて変更す
ることがもることを申し添えます。

記

1お的な考え方

校内での新型コロナウィルス感̶の感染拡大を防止するため、次のとおり̶を適切に講じ

た上で̶教育活動を.すること。

2対策の概要(具体的な内容は別紙1のとおり)

(1)各■等

��でイに大きな声を出すなど、感��を講じてもなお̶リスクの高い学習活動
は慎重に検ぎ#ること。



(2) ■行事等

密閉、密集、密接のそれぞれの密を避けるよう�ぽ̶内容を検̶ること。また、地
城の感̶況等に応じて中止や延期を検,ること。

(3) ̶動

ア以下のとおり活動を制限するn

①�ぽ合 慎重な判断の上、参加可能

②�ぽ合以外県内(可能な限り同地区)の̶間に限定し、宿泊.交̶との飲食
を伴わない範囲で.可能

③合宿 禁止

イ活動の̶に当たっては、校長は、「部活動における感染̶チェッタリスト」を各部

活動の顧問に作成させ、部活動ごとの■状況等を■、のム活動■の可否を■に半Ij

断すること。また、活動中に感染防止■が遵守されている力、についても点検し■力《

不十分な̶動には、必要な指導を必伸うこと。

各き賠動の感��について県教育委員会でも̶する必要があることから、活動の可

否の判断に当たって校長が̶した̶活動のチェックリストの電子データを、令和4年

4月14日(木)までに、̶部.文化部ごとにとりまとめ、それぞ̶当宛てに提出願

いまt

ウ新入生を含め、部活動に参加する児童生徒に対して、■防止̶の必要性等につい

て注意̶を行うこと。

(4)外部人材の活用

県外の人材の来校による̶の̶は禁止。

3その他

青森県高等̶体育速盟、青森県高等̶■求̶等の各種団体に対して、大会開催時の感染

拡大防止̶の̶を要請する。
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【担当】 a�ほ理等に関すること

スポーツ̶課体育.̶グループTEL017-734-9907 (ia@)

̶部活動担当常田E-mail taiiku-kenko@pref.aomori-lg.jp.]
o学習指導.̶行事.生徒の指導等に関すること

学校教育課高等�旨導グループTEL017-734-9883 (ims)

は化部活■当釜揮E-mail E-GAKYO@pref.aomori.lg.jp�
̶教育課小中�旨導グループTEL017-734-9895 da®)

学校教育課■支援教育�■ TEL017-734-9882 (©S)



県立�における対策の強化(4/11̃当面の間)

1 ̶科等につし、て

各̶等において以下のような「感染̶を講じてもなお感染リスクの高レ、学習活動」は慎重に

検,ること。

.「児童生徒が長時間、�■で対面形式となるグノドプワータ等」

・ 「��で一奔に大きな声を出す活動」

, 音楽における「室内で児童生徒が�■で行うぜ昌及びリコーダー等の管楽■奏」

.家庭における「児童生徒同士力《��で活動する調̶習j

・̶体育における「児童生徒力竣集する―」や「近.で組み合ったり̶ホしたりする運

動」など

2 �行事等について

(1)健�を.体育■事(�■断.■訓練.■会.球技大�)の■について

①̶�の̶に当たっては、密閉、密集、密接のそれぞれの密を避けるよう、̶内容や方

法(例えば、来場者の制Fめ半日での開■など)のェ夫をすること。なお、■の感̶況等も

踏まえて、必要に応じて中止や延期などについて検̶ること。

また、児童生徒が密集する̶や、��で組み合ったり̶自したりする場面が多い̶につ

いては、̶の感̶況等を踏まえ、おな̶が困難である�は̶を見合がるほ力、、開

閉会式での児童生徒のきIJ、児童生徒による応援、保��の̶、児̶ギ走̶が昼食を

とる場F̶についても、一度に大人数が集まって人力滴集しないようなェ夫をするとともに、保

言�ぎに対しても、手洗いや咳ェチケット等の̶的な感��旧を̶すること。

②��断については、例えば、{�■への�■につレ、て小グ/レプごとにするなど、待ち時

間が多くならないよう十夕ぜ�ること。

③■訓練や交通�■などにつレ、ては、�-���»:tt���+�-l�TV \時間をかけずに実

施すること。

(2)ガヒ的行事w\� ・ の■について

①文イま等の̶に当たっては、■�と同様に、密閉、密集、密接のそれぞれの密を避ける

よう、■内容や方法(例えば、来場者の制限や期間の■など)のェ夫をすること。各種■

や練習に関しては、一度に大人数が集まって人が密集しないようェ夫すること。なお、̶の感

染状況等も踏まえて、必要に応じて中止や■などにつレ、て検ずがること。

(3)旅行.集団宿泊断サ事(遠足.{�ボキ̶)の■につレ、て

①違足などのバス等による移動に際し車内の換気に十分注意し、マスクを着用し会話を控え
めにすること。

②修学旅行の̶に当たっては、修学旅行の目的地となる̶の感染状況、閲係自治体の方̶

をしつ力、り把握し、感染防止策の確実な■ぐ■などの意向を■、のム適切に半Ij断するこ

と。その上で、当面の̶として一旦取り止めろ̶においても、中止ではなく延期扱いとした

り、感染状況を慰画めながら、近.での̶、旅行日程の変更��など.方法の適切な変

更.ェ夫について検討したりするなどの自�をすること。

なお、児童生デか同居する̶等の健康観察も■した上で、■等に■.■不良者がい

る児童生徒は、修学旅行への参カロを取りやめてもらうなどの肖�をすること。

(4)勤労越.奉仕断サ事(職樹本貌活動.̶清掃等)の.について

①インターンシップ等の■については、事前に受入先企業等との,■な打がを行い、■時

期や日̶を検,ること。また、■の感̶況等を踏まえ、ぜな■が困難である�は、

̶を見合わせること。

②�■動につレ、て、一斉ではなく 、グゾドカこ分かれて時期が廣所をずらして■すること。



(5)儀̶行事けさ̶.終̶.�ぼ等)の̶につレ、て

①儀式的行事を.する際には、こまめな換気を̶する等の感染拡大防止のための̶をとっ

たり、参加人数を抑えたり、̶全体の時間を̶したりすろ等の開{�ボのェ夫を講じること。

(6)オープンキヤンパス、会社説明会、受‘―、生徒の進路に係る県外移動について

県をまたレ、だ移動となること力、ら、参加の̶も含めて糊ぜ染防止̶を̶すること。

別添1「オープンキヤンパス、会ネ̶明会、受‘―、生徒の進路に係る̶移動について」の

とおり

3部活動について

(1)各■動の感染防止■の点検等

校長は、「部活動における感染■チェックリストほIj紙)¦を各麺き動の顧問に作成させ、部活

動ごとの■状況等を■、のと活動■の可否を■に判断することnまた、活動中に感染防止

嫌が遵守されている力、についても点検し̶が不+分な部活動には、必要な̶を必ポ〒うこ

と。また、新入生を含め、部活動に参加する児童生徒に対して、感染防止■の必要性等につレ、て

注意̶を行うこと。

(2)活動日数

「■繭舌動のキ■(平成3 0年ユ2月)I及び「青■文化き職動の■+ (ぜ口元年8月)Iに

基づく日数とする。

(3)対外試合

①�ぽ合

青森県高等■体育連盟、青森県高等■■■、青森県高等�はイぽ盟、青森県中報

体育��び青森県中̶文イぽ盟並びにこれらの団体の上イな且織の団体が主イ̶は̶する大

会、各競技団体(―.速盤が主催する大会については、事前に主催者が講じる新型コロナウィ

ルス感染防止̶�場となる地域(都̶県、市町村)の感染状?mび対応制限等を̶し、慎

重に判断した上で参加可能とする。

②�ぽ合以外

他校との試合(練習試合を含む。)については、県内(可能な限り同地区)の̶間に限定して、

交■との飲食(顧問同士も含むn)や宿泊を伴わない範囲内で■可能とするn ,

ただし.に当たっては、交流校の所在する̶の感染状況等を事前に̶するとともに、

その必要性を十分に検討し必要最小限にとどめること。

【試合̶に当たっての留意與頁】

①一般的な̶

ア毎日こまめな健康チェッタをし、本人や同居家族に̶症̶(頭痛、のどの痛み��口感、

鼻のつまり、だるさ、味覚��の異常、��.その他レ、つもと違う症状)が見られる±̶は、

参加しないこと。(簡易検査キット等で陰性の̶も、■症̶がもる̶は参加しない。)

イ鏡技(iSd)の合間や更衣室ではマスクを必ず着用すること。

ウ声援、指示など大声を出さないこと。

工公共交通機関利用後やェレベ̶ター等、不特定■の人と共用する箇所に肖また̶は、す

ぐに手洗い又はアルコづレ消毒を行うこと。

才更衣室等、換気の不十分な場所での長時間の̶を避けること。

力移動の際も含めて、マスタを外した状態での会識̶けること。

キマスクを外#食の場面では、特に注意し密閉、密集、密接のそれぞれの密を避けられるよ

う十分な.を確保し、なるべく★廣所などェ夫すること。



ク試合後2週間は、每日検温し■観察を■することとし、■不良の±̶は、自宅で療養

し、気にかかる症̶があれば、力、かりつけ医夕こ相談し指示を仰ぐこと。

※かかりつけ医がいない、相̶がわからなレ、̶は、県コーゾけンターに問レ、合わせること。
②全国.東北大会に係る留意̶

別添2 「部活動の全国.東gは�参加に当たっての留意―」のとおり

(4)合宿

合宿(―で行うものを含むn)は禁止するn

ただし全国.東北大会に出場する選手又はチーム及̶競技団体等から強化指定を受けた選手

又はチームは、合宿を可能とするnまた、スキー部等、練習場所が限られており合宿形式での練習

が不可欠だと校長力s認めるぐは、.可能とする。なお、■に当たっては、合宿を行う■の

感̶況等を事前に―するとともに、その必要性を十分に検討し、必要最小限にとどめること。

並びに、別添2 「部活動の全国.東北大�参加に当たっての留意―」に基づき、万全の̶を

講じること。

(5)練習等■時の留意■

每日こまめな̶チェックをし、本人や同居̶に̶症■(廣痛、のどの痛み��口感、鼻

のつまり、だるさ、味覚̶覚の異常、��,その他いつもと違う症状)が見られる̶は、参加

しないこと。

②密■面の回避

多くの人数が密集すろ場面で感染リスクが高まると言われていることから、更衣室等も含めて、

人数制限を設けるなど密集しなン、ようにするとともに、換気を̶すること。

③場面の切り替わりBきのリスク回避

練習メニューが変わる場面やミーテイングの際に、生徒が密接しないよう■をとり、大声を

出さないこと。

④̶動に付随する場面での̶の̶

̶動終了後に、̶になって飲̶を飲みながら会話したり、食事を行ったりした際【―

染カポがることを防ぐため、部活動謝麦での集団での飲食は控えるとともに、人との■自を避

ける観点から、き職動終了後は速や力ぬ帰宅を促すこと。’

4

5

外部人材の活用につし、て

県内の人材に限り来校による直接のキ�を.可能とする。ただし、外部人ホオ及び児童生徒とも

にマスタを着用する、身体的.を確保する、換気を̶するなどの必要な̶を講じることがで

きなレ、そ�は、�B信やオンライン等により.することn

̶観察の̶について

本人や同居̶に̶症̶(頭痛、のどの痛み�̶、鼻のつまり、だるさ、味覚̶覚の

異常、��.その他いつもと違う症状)が見られる±,、児童生̶び̶員が登校または出勤し
ないことを̶すること。

6ゆ文外における文イヒ・スポーツ団体での活動等について

軽微な±:でも平常Bきの■と異なろ̶は、参加しなレ、

染―の̶に努めること。

.ととし、参加する�は、各自が感


